
15 広報すおう大島 平成 24 年 ( 2012 年 )11 月号

お知らせ 11 月

方
に
行
き
渡
る
ま
で
に
２
～
３
日

程
度
の
日
数
が
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
間
は
、
各
々
が
確
保

し
た
水
と
非
常
食
や
保
存
食
が
必

要
で
す
。

　

非
常
食
の
試
食
を
し
な
が
ら
、

最
近
の
災
害
の
現
状
な
ど
に
つ
い

て
ち
ょ
っ
と
だ
け
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

■
日
時　
　
　

　

12
月
８
日
㈯

　

午
前
11
時
～
午
後
１
時
頃
ま
で

■
場
所　
　
　

　

山
口
県
大
島
防
災
セ
ン
タ
ー

■
講
師

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　

　

浦
上
准
教
授

■
募
集
人
員　

　

50
名
（
先
着
順
）

※
11
月
20
日
㈫
午
前
９
時
か
ら
電

話
受
付
開
始

■
参
加
料　
　

　

無
料

■
参
加
記
念
品

　

防
災
グ
ッ
ズ
ほ
か

■
主
催　
　
　

　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　

　

周
防
大
島
町

　

山
口
県
大
島
防
災
セ
ン
タ
ー　

■
申
し
込
み

　

募
集
定
員
に
な
り
次
第
終
了
し

ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
大
島
防
災
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
１
３
３

橘
図
書
館
休
館
の
お
知
ら
せ

　

蔵
書
点
検
の
た
め
休
館
し
ま

す
。

■
期
間

　

12
月
10
日
㈪
～
14
日
㈮

　

本
の
返
却
に
つ
い
て
は
、
玄
関

先
に
あ
る
返
却
ボ
ッ
ク
ス
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

橘
図
書
館

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
０
１
０
０

11
月
は
労
働
保
険
適
用

促
進
月
間
で
す

　

事
業
主
の
み
な
さ
ん
、
労
働
保

険
（
労
災
・
雇
用
保
険
）
の
加
入

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
。

　

11
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促
進

月
間
」
で
す
。

　

労
災
保
険
は
、
労
働
者
が
業
務

上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
っ
て
負

傷
し
た
り
、
病
気
や
不
幸
に
も
死

亡
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
労
働
者

や
ご
家
族
を
保
護
す
る
た
め
に

必
要
な
給
付
を
行
な
う
制
度
で
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト

の
方
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業

　

　◆日時　11月 18日㈰　午前９時
　◆場所　屋代湖周辺
　◆問い合わせ　
　　大島公民館
　　☎０８２０（７４）５３００

し
た
場
合
お
よ
び
雇
用
の
継
続
が

困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
、
生
活
お
よ
び
雇
用
の
安
定
を

図
る
と
と
も
に
、
再
就
職
を
促
進

す
る
た
め
必
要
な
給
付
を
行
な
う

制
度
で
す
。
一
定
の
要
件
を
満
た

せ
ば
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
も

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

労
働
保
険
へ
の
加
入
手
続
き
に

つ
い
て
は
、
最
寄
の
労
働
基
準
監

督
署
ま
た
は
公
共
職
業
安
定
所

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

岩
国
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
８
２
７
（
２
４
）
１
１
３
３

　

柳
井
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
６
６
１

労
働
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま

す
　

山
口
県
司
法
書
士
会
で
は
、「
労

働
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番
」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

　

11
月
23
日
の
勤
労
感
謝
の
日
に
、

無
料
電
話
相
談
と
山
口
県
司
法
書
士

館
に
て
予
約
制
の
無
料
面
談
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時

　

11
月
23
日
㈮　

勤
労
感
謝
の
日

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
相
談
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

※
予
約
不
要

■
面
談
相
談
場
所

　

山
口
県
司
法
書
士
会
館

　

山
口
市
駅
通
り
２
丁
目
９
番
15
号

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。
山
口

県
司
法
書
士
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■
相
談
内
容

　

賃
金
未
払
い
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
を

中
心
と
す
る
ト
ラ
ブ
ル

※
法
律
相
談
は
紛
争
の
価
額
が

１
４
０
万
円
以
下
の
民
事
事
件
に
限

り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
司
法
書
士
会

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
２
２
０

司
法
書
士
に
よ
る
多
重
債
務

問
題
お
よ
び
相
続
等
無
料
電

話
相
談
会

■
日
時
　

　

12
月
１
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

■
相
談
受
付
電
話
番
号

　

☎
０
１
２
０
（
０
０
３
）
８
２
１

■
内
容

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

等
の
多
重
債
務
問
題
や
相
続
登
記

な
ど
の
相
続
問
題
で
お
困
り
の

方
々
に
、
手
続
の
説
明
や
近
傍
司

法
書
士
事
務
所
の
紹
介
な
ど
、
問

題
解
決
に
向
け
て
の
ご
相
談
を
受

け
付
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

司
法
書
士　

伊
藤
剛

☎
０
８
３
３
（
４
４
）
３
７
５
５

相
談

２０１２周防大島町屋代湖駅伝大会
ご声援をお願いします


